
富山県電子申請サービス入力マニュアル
（定期調査報告・定期検査報告編）

電子申請

受付

申請者 職員

【注意事項】

・電子申請の場合、受領印のある定期調査報告書の返送はできかねますの

でご了承ください。（内容確認完了メールが届きます）

・届出完了後に提出したデータを確認することはできますが、念のため提

出前に必ずご自身でデータ等の保存をしていただくようお願い申し上げま

す。

・報告書及び報告概要書は「申請用紙をダウンロードする」よりダウンロード後、Excel

ファイルのままご提出ください。同時に概要書の作成が可能です。入力方法については

「定期報告のデジタル化に係る電子様式のひな型マニュアル」を参照ください。

・報告書及び概要書以外の添付資料のデータ形式は原則PDFとしてください。困難な場

合はExcel,Wordも可能です。

定期報告対象となる定期報告対象建築物や防火設備については富山県建築住宅課の

HP「建築物、防火設備の定期報告」を参照ください。
https://www.pref.toyama.jp/1507/bousaianzen/bousai/kj00016586/kj00016586-001-01.html

申請



 定期調査報告等の操作マニュアル

1 申請先を確認します。

2 定期調査報告書や定期検査報告書を検索し、手続きを選択します。

「富山県」を選択します。

確認したい手続き名【定期報告】とキーワー

ドを入力し、検索ボタンを押下します。

検索結果が表示されますので、

該当の手続き名を押下します。

定期報告のフォーマットは定期調査報告書

と定期検査報告書別となっています。

また、各土木ごとに受付フォームを分けて

います。
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3 「手続案内」画面記載事項を確認します。

  

「電子申請をする」を押下します。

▼定期調査報告書の申請用紙一覧 ▼防火設備の定期検査報告書の申請用紙一覧
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4 メールアドレスを入力し、ログイン画面しないで申請をするを選択します。

▼申請者へ送付されるメール内容

メールアドレスを入力し、

「ログインしないで申請する」

を押下します。

※ログインしないで申請する場合は手

続き完了メールに添付されるURLから

過去の申請（該当する1件のみ）を確認

することができます。

画面右上より、利用者登録を行うこと

も可能です。利用者登録すると過去の

申請提出履歴をまとめて確認すること

ができます。

ここからアクセス

入力されたメールアドレス宛にメールが届きます。

そのメールに、次項以降で使用する申請用のリンクと、

仮受付番号が記載されていますので、メールをご確認く

ださい。

●●●●＠△△△.co.jp

登録メールアドレス、仮受付番号を入

力のうえ、申請を開始するボタンを押

●●●●＠△△△.co.jp
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5 申請フォームを確認します。

6 添付資料選択画面を確認します。

資料の添付が完了したら、「次へ」を押下します。

提出方法を選択してください。

申請時添付の場合は、添付資料を

アップロードしてください。

各設問のフォームに入力してく

ださい。

入力が完了したら、「次へ」を

押下します。
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【参考：エラーメッセージ】

全ての項目を確認のうえチェック

ボックス3ヶ所に☑を入力。

チェックが確認できない場合、エ

ラーメッセージが出て次のページ

に進めません。
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7 送信内容を確認します。パスワードの入力を行い送信ボタンを押してください。

8 申請の送信完了

▼申請者へ送付されるメール内容

申請者様の操作は一旦終了です。報告書の確認が終了した旨の連絡があるまでお待ちください。

送信した申請書の控えは

こちらから確認可能です。

７
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9 報告書の確認が終わりましたら、お知らせメールが届きます。

お手続きの完了となります。

９

※ログインしないで申請する場合はここ

から過去の申請（該当する1件のみ）を確

認することができます。
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その他

10 職員側からの補正依頼があった場合、以下のようなメールが送付されます。

申請者はこちらからアクセスしデータの修正を行う

ことになります。

●●●●＠△△△.co.jp
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届出書の補正について
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⑤申請フォームを確認します～⑧申請の送信完了と同様の手続きを行ってください。（以下同様の流れとなります）

●●●●＠△△△.co.jp
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